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排出ガス不正事案を受けたディーゼル乗用車等検査方法見直し検討会 

最終とりまとめ（平成 29 年 4 月 20 日） 概要 

１． 検討の背景 

 平成２７年に発覚したフォルクスワーゲン（VW）社の排出ガス不正事案を受け、同年１０

月に環境省と国土交通省が合同で検討会を設置。 

 同検討会の下、路上走行における排出ガス調査を実施。 

 

２． 路上走行調査結果 

 国内において販売台数が多い車両について調査を行い、全ての調査車両で VW と同様の不

正ソフトがないことを確認。 

 一部車種を除き、気温等の影響で原動機等の保護制御が働き、NOx の排出量が路上走行に

おいて台上試験の規制値を大幅に超過（数倍～最大 10 倍程度）。 

 

３． 今後の対策 

 原動機等の損傷を防止するための保護制御を許容する条件を規定したガイドラインを策定。 

 路上走行検査を導入し、NOx 排出量の CF 値（台上試験の規制値に対する倍数）を 2.0 に

設定。 

 上記いずれも 2022 年から適用を開始。 

 

４． 今後の検討課題 

 技術的な必要性を踏まえつつ、技術開発動向等に応じて保護制御ガイドラインを見直し。 

 技術開発動向や国際動向等を踏まえ、CF 値の強化や対象物質の追加を検討。 

 引き続き環境省と国土交通省が連携して、使用過程車の路上走行時の排出ガス実態の調査

を行う。 

参考資料 12 


